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平 成 ３ ０ 年 

 

赤平市議会第３回定例会会議録（第２日） 

 

                          ９月１３日（木曜日）午前１０時００分 開 議 

                                    午前１１時３５分 散 会 

 

 〇議事日程（第２号） 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名      

  日程第 ２ 諸般の報告           

  日程第 ３ 市政の報告（市長・教育長）   

  日程第 ４ 議案第３３２号 赤平市議会議員 

        及び赤平市長の選挙における選挙 

        運動の公費負担に関する条例の一 

        部改正について         

  日程第 ５ 議案第３３３号 赤平市税条例等 

        の一部改正について       

  日程第 ６ 議案第３３４号 財産の取得につ 

        いて              

  日程第 ７ 議案第３４０号 平成２９年度赤 

        平市一般会計決算認定について  

  日程第 ８ 議案第３４１号 平成２９年度赤 

        平市国民健康保険特別会計決算認 

        定について           

  日程第 ９ 議案第３４２号 平成２９年度赤 

        平市後期高齢者医療特別会計決算 

        認定について          

  日程第１０ 議案第３４３号 平成２９年度赤 

        平市下水道事業特別会計決算認定 

        について            

  日程第１１ 議案第３４４号 平成２９年度赤 

        平市霊園特別会計決算認定につい 

        て               

  日程第１２ 議案第３４５号 平成２９年度赤 

        平市用地取得特別会計決算認定に 

        ついて             

  日程第１３ 議案第３４６号 平成２９年度赤 

        平市介護サービス事業特別会計決 

        算認定について         

  日程第１４ 議案第３４７号 平成２９年度赤 

        平市介護保険特別会計決算認定に 

        ついて             

  日程第１５ 議案第３４８号 平成２９年度赤 

        平市水道事業会計剰余金の処分及 

        び決算認定について       

  日程第１６ 議案第３４９号 平成２９年度赤 

        平市病院事業会計決算認定につい 

        て               

  日程第１７ 議案第３５０号 教育委員会委員 

        の任命につき同意を求めることに 

        ついて             

  日程第１８ 報告第 ３３号 平成２９年度赤 

        平市一般会計継続費精算報告書の 

        報告について          

  日程第１９ 報告第 ３４号 平成２９年度決 

        算に基づく赤平市健全化判断比率 

        の報告について         

  日程第２０ 報告第 ３５号 平成２９年度決 

        算に基づく赤平市資金不足比率の 

        報告について          

  日程第２１ 報告第 ３６号 専決処分の報告 

        について            

  日程第２２ 報告第 ３７号 専決処分の報告 

        について            

 

 〇本日の会議に付した事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名      

  日程第 ２ 諸般の報告           

  日程第 ３ 市政の報告（市長・教育長）   
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  日程第 ４ 議案第３３２号 赤平市議会議員 

        及び赤平市長の選挙における選挙 

        運動の公費負担に関する条例の一 

        部改正について         

  日程第 ５ 議案第３３３号 赤平市税条例等 

        の一部改正について       

  日程第 ６ 議案第３３４号 財産の取得につ 

        いて              

  日程第 ７ 議案第３４０号 平成２９年度赤 

        平市一般会計決算認定について  

  日程第 ８ 議案第３４１号 平成２９年度赤 

        平市国民健康保険特別会計決算認 

        定について           

  日程第 ９ 議案第３４２号 平成２９年度赤 

        平市後期高齢者医療特別会計決算 

        認定について          

  日程第１０ 議案第３４３号 平成２９年度赤 

        平市下水道事業特別会計決算認定 

        について            

  日程第１１ 議案第３４４号 平成２９年度赤 

        平市霊園特別会計決算認定につい 

        て               

  日程第１２ 議案第３４５号 平成２９年度赤 

        平市用地取得特別会計決算認定に 

        ついて             

  日程第１３ 議案第３４６号 平成２９年度赤 

        平市介護サービス事業特別会計決 

        算認定について         

  日程第１４ 議案第３４７号 平成２９年度赤 

        平市介護保険特別会計決算認定に 

        ついて             

  日程第１５ 議案第３４８号 平成２９年度赤 

        平市水道事業会計剰余金の処分及 

        び決算認定について       

  日程第１６ 議案第３４９号 平成２９年度赤 

        平市病院事業会計決算認定につい 

        て               

  日程第１７ 議案第３５０号 教育委員会委員 

        の任命につき同意を求めることに 

        ついて             

  日程第１８ 報告第 ３３号 平成２９年度赤 

        平市一般会計継続費精算報告書の 

        報告について          

  日程第１９ 報告第 ３４号 平成２９年度決 

        算に基づく赤平市健全化判断比率 

        の報告について         

  日程第２０ 報告第 ３５号 平成２９年度決 

        算に基づく赤平市資金不足比率の 

        報告について          

  日程第２１ 報告第 ３６号 専決処分の報告 

        について            

  日程第２２ 報告第 ３７号 専決処分の報告 

        について            

 

 〇出席議員  ９名 

        １番  木 村   恵 君 

        ２番  五十嵐 美 知 君 

        ３番  植 村 真 美 君 

        ４番  竹 村 恵 一 君 

        ５番  若 山 武 信 君 

        ６番  向 井 義 擴 君 

        ７番  伊 藤 新 一 君 

        ８番  御家瀬   遵 君 

        ９番  北 市   勲 君 

 

 〇欠席議員  ０名 

 

 〇説 明 員 

  市      長  菊 島 好 孝 君 

  教育委員会教育長  多 田   豊 君 

  監 査 委 員  早 坂 忠 一 君 
  選挙管理委員会            
            壽 崎 光 吉 君 
  委 員 長            
 
  農業委員会会長  中 村 英 昭 君 
                       
  副 市 長  伊 藤 嘉 悦 君  
  総 務 課 長  熊 谷   敦 君 
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  企 画 課 長  畠 山   渉 君 

  財 政 課 長  尾 堂 裕 之 君 

  税 務 課 長  田 村 裕 明 君 

  市 民 生 活 課 長  町 田 秀 一 君 

  社 会 福 祉 課 長  野 呂 道 洋 君 

  介護健康推進課長  千 葉   睦 君 

  商工労政観光課長  林   伸 樹 君 

  農 政 課 長  若 狹   正 君 

  建 設 課 長  高 橋 雅 明 君 

  上 下 水 道 課 長  杉 本 悌 志 君 

  会 計 管 理 者  蒲 原 英 二 君 
 
  あかびら市立病院            
            永 川 郁 郎 君 
  事 務 長            
                       
  教 育 学校教育            
            大 橋   一 君 
  委員会 課  長            
 
      社会教育            
   〃        伊 藤 寿 雄 君 
      課  長            
                       
  監 査 事 務 局 長  中 西 智 彦 君 
                       
  選挙管理委員会            
            梶   哲 也 君 
  事 務 局 長            
                       
  農 業 委 員 会            
            若 狹   正 君 
  事 務 局 長            

 

 〇本会議事務従事者 

  議 会 事務局長  井 波 雅 彦 君 
 
      総務議事            
   〃        安 原 敬 二 君 
      係  長            
 
      総  務            
   〃        野 呂 律 子 君 
      議 事 係            
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（午前１０時００分 開 議） 

〇議長（北市勲君） これより、本日の会議を開き

ます。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第１ 会議録署名議員の

指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、

議長において、１番木村議員、５番若山議員を指名

いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第２ 諸般の報告であり

ます。 

 事務局長に報告させます。 

〇議会事務局長（井波雅彦君） 報告いたします。 

 本日の議事日程につきましては、第２号のとおり

であります。 

 次に、議員の出欠席の状況ですが、本日は全員出

席であります。 

 以上で報告を終わります。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第３ 市政の報告であり

ます。 

 一般行政について報告を求めます。市長。 

〇市長（菊島好孝君） 〔登壇〕 前定例会以降の

市政の概要につきましてご報告申し上げる前に、こ

のたび発生いたしました北海道胆振東部地震により

まして北海道全域に大きな被害、影響があったわけ

でございますが、この地震によりまして犠牲になら

れた方々、ご遺族様に対しまして心よりお悔やみを

申し上げます。また、特に甚大な被害に遭われた地

域の方々や今もなお避難生活を余儀なくされている

方々、水道、電気、ガスなどライフラインに不便を

強いられている方々に対しましても一日も早い復

旧、復興を願い、心よりお見舞いを申し上げます。 

 それでは、前定例会以降の市政の概要につきまし

てご報告をさせていただきます。初めに、台風21号

並びに北海道胆振東部地震の被害状況、対応等につ

いて申し上げます。非常に強い台風21号は、速度を

速めながら北上し、強い勢力のまま北海道に接近、

９月４日18時34分に赤平市に暴風警報が発表されま

した。台風21号への対応といたしまして、警報発表

前に臨時庁議を行い、各課への注意喚起はもちろん、

施設の確認、また今後想定される業務、体制につい

て確認したところであります。幸い５日早朝には温

帯低気圧に変わったこともありまして、本市におけ

る人的被害、住家被害についてはありませんでした。 

 また、台風の翌日であります９月６日早朝午前３

時８分ごろ、胆振東部を震源とする最大震度７の北

海道胆振東部地震が発生しまして、厚真町などがこ

の地震により甚大な被害を受けていることは報道等

でご承知のことと思います。本市におきましても震

度３の揺れを観測し、この地震による人的被害や住

家被害はありませんでしたが、地震発生後の午前３

時26分ごろ、北海道全域約295万戸が停電に見舞われ

ました。本市の対応といたしましては、地震発生後

職員が登庁し、情報収集を行い、各関係機関へ連絡、

午前４時30分に赤平市災害対策連絡会議を開催し、

今後の対応について協議をいたしました。数時間後

には、停電が原因で断水になることが推測されるこ

とから、午前７時に赤平市災害対策本部を設置し、

午前９時４分に北海道へ自衛隊の災害派遣要請を行

ったところであります。その後、13時35分に市内の

停電がほぼ解消したことにより断水の可能性がなく

なり、一部停電の地域はあったものの、順次回復を

していたことから４時25分をもって赤平市災害対策

本部を解散し、その後の対応に当たることといたし

ました。 

 なお、停電地域でありました住友、山手地区及び

日の出市街の一部への対応といたしまして、逐次北

海道電力には復旧の見込みを照会しておりました

が、復旧時期が未定であったことから住民の方と相

談の上、住友、山手地区に９月７日午前中から18時

30分まで充電所を開設、また同日13時、赤平市災害

対策連絡会議を開催し、赤平市ふれあいホールを自

主避難所として15時からの開設を決定いたしまし

た。自主避難所の周知につきましては、停電地区全



 －35－ 

てに自主避難所開設のチラシを個別に配付し、対応

したところでございます。その後、22時45分ごろ、

市内の電力が全て復旧し、市民生活への不安が解消

され、そのため自主避難所につきましても翌日の８

日午前８時に閉鎖したところであります。なお、自

主避難所の利用実績といたしましては、充電のため

訪れた方１名のみであり、避難者はおりませんでし

た。 

 地震発生から今日まで、本市において大きな被害

は確認されておりませんが、停電により市立病院の

一部外来診療の休止、市営住宅のうち受水槽設置団

地の断水、幼稚園、小中学校の休園、休校、保養セ

ンター及び共同浴場の休業、電算システムが稼働で

きないことによる窓口業務の休止を余儀なくされた

ところであり、市民の皆様には大変ご不便をおかけ

したところであります。また、市内企業においては

建物等の損傷はなかったものの、生産活動や一部物

流に支障があったと伺っております。今後につきま

しても全道的に電力供給が逼迫する中、赤平市とい

たしましても節電に努め、関係機関との情報共有を

密にしまして地域住民の生活や安全確保に努めてま

いります。 

 次に、地域振興対策の要望行動について申し上げ

ます。空知地域は、農業従事者の高齢化に加え、農

業の担い手不足などから農業地域の活力低下や農業

生産構造の弱体化が進み、産炭地域では坑内掘り炭

鉱が全て姿を消すなど地域経済基盤の脆弱化が著し

く進行しております。このため、空知管内の首長で

構成する空知地方総合開発期成会により空知管内全

体の発展に向けた広域的、管内的重要課題等を集約

し、地域経済と住民生活の自立を目指す提案や要望

を取りまとめ、７月の５日に北海道知事、関係機関

へ、７月25日、26日には各省庁並びに道内選出国会

議員に対して要望活動を行ったところであります。 

 次に、地方交付税について申し上げます。平成30

年度の普通交付税につきまして、総務省は７月25日

に交付決定を行い、同日に閣議報告がされたところ

であります。道府県を除く全国市町村では、対前年

度比2.7％の減、道内市町村においては2.5％の減と

なっており、当市におきましては普通交付税決定総

額としては0.9％の増、交付税の振りかえ措置である

臨時財政対策債を含めると0.8％の増となったとこ

ろであります。主な理由といたしましては、あかび

ら市立病院病棟建設における過疎対策事業債の元金

償還開始によりまして普通交付税総額は増額となり

ました。今後におきましても地方自治体が担う住民

の身近な行政サービスに応じた安定的な財源を確保

するため、地方交付税のさらなる拡充について全国

市長会等を通じて強く要請してまいります。 

 次に、あかびら火まつりについて申し上げます。

ことしで47回目を迎えましたあかびら火まつりは、

７月14日、15日の２日間、赤平市コミュニティ広場

を会場に開催いたしました。７月14日は天候にも恵

まれ、昨年リニューアルいたしました特設巨大ビア

ガーデンにつきましても店舗数をふやし、充実を図

ったほか、キャラクターショーや歌謡ショー、パフ

ォーマンスショーなど子供から大人まで楽しめる場

づくりを行い、クライマックスの火文字点火では多

数の来場者が見守る中、無事ズリ山に大きな火の文

字をともすことができ、大いに盛り上がったところ

でございます。７月15日は、日中にあいにくの雨が

降り、市民おどりにつきましては急遽総合体育館に

場所を移し行ったところでありますが、夕方には何

とか雨も上がり、全道オヤジバンドスペシャルライ

ブでは会場が大いに盛り上がり、ビアガーデンや各

出店などもにぎわいを見せたところであります。夜

には、ことしも赤平市民花火大会を開催し、5,000

発の花火を打ち上げ、市内外から多くのお客様にお

越しいただき、大きな歓声と拍手に包まれました。

入場者数につきましては、日曜日の雨の影響もあり、

昨年を下回る結果となりましたけれども、２日間で

約３万人の皆様にご来場いただきました。２日間に

わたり市民の皆様はもちろん、市外からも参加、ご

協力いただき、花火大会につきましては皆様からの

多くの応援募金や企業協賛、また各種チャリティー

の開催など、たくさんのご寄附をいただきましたこ
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とに改めまして感謝を申し上げます。今後もより一

層交流人口の拡大を図りながら、赤平の魅力の発信

と市民の皆様に喜んでいただける火まつりとなるよ

う内容の充実を図ってまいります。 

 次に、エルム高原祭り、赤平市民デーについて申

し上げます。エルム高原リゾートのＰＲと流政之氏

の彫刻の認知度を高めるとともに、市民への日ごろ

の感謝を込めてエルム高原祭りを家族旅行村で８月

４日に開催いたしました。第４回目となりました今

回も土曜日に開催し、エルム高原バルと題し、ワイ

ンとそれに合う料理を提供し、ジャズを聞きながら

ゆったりと１日を過ごしてもらうことをコンセプト

に、また土曜日の夜にかけて開催したことによりリ

ピーターのキャンパーも来場するなど年々来場者が

増加しているところであります。また、大感謝抽せ

ん会やＳＡＫＩＹＡＭＡスタンプラリーを実施した

ほか、今回は赤平トマトスープカレーのお披露目、

チョークアートやレザークラフトの体験コーナー、

夜にはイルミネーションを点灯する等、場づくりに

努め、エルム高原ディスコナイトでは会場内が一気

に盛り上がり、ラストには花火を打ち上げ、盛会裏

に終了したところであります。家族で楽しめる内容

で、送迎バスの運行もあり、多くの皆様にお越しい

ただき、また夏休み期間中ということでキャンプに

来ていた家族連れの方々などにエルム高原リゾート

の魅力や流政之氏の彫刻の認知度を高めることがで

き、約1,200人のご来場をいただいたところでありま

す。今後も赤平振興公社とも連携を図りながら、魅

力の発信に努めてまいります。 

 次に、黎明の像安全平和祈願祭について申し上げ

ます。例年、赤平公園、黎明の像の前において開催

しておりましたが、８月10日、雨模様のため、本年

は赤平神社におきまして平和赤平市民会議主催によ

り第46回黎明の像安全平和祈願祭が開催されたとこ

ろであります。当日は、ご遺族など26人が参列され、

炭鉱でとうとい命を失った人々や殉職者をしのび、

ご冥福を祈り、平和と安全を誓ったところでありま

す。 

 次に、戦没者追悼式について申し上げます。７月

10日、市主催による戦没者追悼式を交流センターみ

らいにおいて開催し、市内在住の戦没者のご遺族や

ご来賓など関係者約50人が参加し、祖国のためにと

うとい命をささげられた御霊に対しまして黙祷を行

った後、しめやかに献花等がとり行われたところで

あります。 

 次に、社会を明るくする運動の啓蒙活動について

申し上げます。７月14日、第47回あかびら火まつり

会場において、第68回社会を明るくする運動として

関係団体から約130人にご参加いただき、啓蒙活動を

行ったところであります。また、７月28日には赤平

パークゴルフ場において昨年に引き続き社会を明る

くする運動パークゴルフ大会が開催され、約50名の

参加者が啓発用横断幕やのぼりが並ぶ中、プレーを

されたところであります。 

 次に、まちづくり講演会の開催について申し上げ

ます。市民のまちづくりへの参加意識やまちづくり

に必要な基礎知識を高めることを目的として、９月

５日、交流センターみらいにおいてまちづくり講演

会を開催し、台風の余韻を残す中、約80名の参加を

いただいたところであります。今年度の講師には、

ＮＰＯ法人ソーシャルビジネス推進センター理事長

であります相内俊一氏を講師にお招きし、「ひとの

元気で赤平を「まるごと」元気に―「まる元」をて

がかりに「まちづくり」を考える―」と題して、ご

自身が中心となって進めてこられ、本市の介護予防

に貢献いただいておりますあかびら・地域まるごと

元気アッププログラムやこれからの赤平市に必要な

取り組みなどご講演していただいたところでありま

す。講演会を通じまして、参加された市民の皆様、

職員につきましてもこれからの赤平市の高齢者施策

や子育て支援のヒントになったと感じているところ

であり、今後のまちづくりに期待を寄せるところで

あります。 

 次に、交通安全運動について申し上げます。７月

11日から20日までの10日間にわたり、市民の皆様の

ご協力をいただきながら夏の交通安全運動を展開
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し、運動期間中には早朝の街頭啓発を初め、延べ

1,587人のご参加をいただき、効果的な運動を実施い

たしました。本年７月末の北海道での交通事故死亡

者は75名と昨年と同じでございますが、本市におき

ましては交通事故件数が８件、負傷者が11人と昨年

に比べ若干増加している状況であります。なお、現

在も継続しております本市の交通事故死ゼロであり

ますが、７月30日をもちまして1,700日を達成してお

り、今後におきましても交通事故死ゼロ2,000日を目

標に交通安全の意識と啓発に努め、より一層創意と

工夫により交通事故撲滅に向けて取り組んでまいり

たいと考えております。 

 最後に、工事の進捗状況につきましては、別紙の

とおりでございます。 

 以上、市政の概要につきましてご報告申し上げま

したが、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 次に、教育行政について報告

を求めます。教育長。 

〇教育長（多田豊君） 〔登壇〕 それでは、前定

例会以降の教育行政の概要についてご報告いたしま

す。 

 初めに、９月６日発生の北海道胆振東部地震に伴

う災害における教育委員会の対応について申し上げ

ます。学校等につきましては、校長会と協議を行っ

た結果、停電の影響により通学路の安全及び校舎の

照明が確保されないこと、また給食センターが稼働

できず、子供たちに給食を提供することができない

ことなどの理由により市内全小中学校及び赤平幼稚

園において９月６日を臨時休校、臨時休園といたし

ました。また、社会教育施設につきましても停電の

影響により市民プール及び炭鉱遺産ガイダンス施設

を一時的に休館とさせていただきましたが、停電が

解除された後には通常どおり開館いたしました。な

お、学校及び社会教育施設の地震による施設の被害

は発生しておりません。 

 続きまして、学校教育関係について申し上げます。

最初に、赤平市立赤平中学校の新校舎の完成につい

てであります。７月27日、かつて各界に数多くの人

材を輩出した旧北海道立赤平高等学校の跡地に市民

の皆様のお力添えをいただき、本年４月に統合した

赤平中学校の新校舎が約３年半の歳月をかけて建設

され、新しい赤平市のシンボルとして生まれ変わり

ました。８月20日、この学び舎で２学期がスタート

しましたが、子供たちは諸先輩方の意思を受け継ぐ

とともに、木のぬくもりが至るところで感じられる

開放感にあふれた新しい校舎で、これから赤平中学

校の新たな歴史を刻んでまいります。 

 次に、赤平市立小学校統合についてであります。

７月31日をもって茂尻小学校、豊里小学校、赤間小

学校の各ＰＴＡより３校統合に対する同意が得られ

ました。今後におきましては、８月９日に発足した

赤平市立小学校統合準備委員会において皆様からご

意見をいただきながら、子供たちによりよい教育環

境を提供することを最優先に考え、平成34年４月の

統合を目指してまいります。 

 次に、文部科学省の全国学力・学習状況調査の結

果についてであります。ことしで12回目となります

この調査は、市内全小中学校の該当学年である小学

校６年生と中学校３年生を対象とした悉皆調査であ

り、４月17日に全国一斉に実施され、その調査結果

が７月31日に文科省より公表されました。本市の調

査結果については、４月の調査終了後、直ちに各小

中学校において自校採点を行い、その傾向を速やか

に把握し、各小中学校とも学力向上への対応を行っ

ております。今後市内の全児童生徒の学力の向上を

目指した本市独自の組織である学力向上委員会によ

り、赤平市学力向上プランの策定とそれを活用する

中で子供たちの学力向上に向けた指導方法の改善の

取り組みを進めてまいります。 

 さらに、赤平市の子供たちの学力の状況をより知

っていただくために小学校２年生から中学校３年生

まで、本市独自に実施している標準学力検査の結果

につきましても公表してまいります。 

 また、北海道教育委員会が作成する全国学力・学

習状況調査に関する北海道版結果報告書への市町村

別結果の掲載についてであります。赤平市の学力向



 －38－ 

上策では全国学力・学習状況調査のみならず、標準

学力検査も実施しておりますので、この結果も経年

的に把握、検証し、学校教育における指導に資する

確かなよりどころとして活用するなど、赤平市の学

力向上策は一定の前進が見られておりますことか

ら、結果報告書に掲載することが可能であると判断

し、８月28日に開催した第11回教育委員会において

掲載に同意することで教育委員の理解が得られたと

ころです。 

 次に、文部科学省による全国体力・運動能力、運

動習慣等調査についてであります。本調査は、小学

校５年生と中学校２年生を対象に悉皆調査として実

施されるもので、ことしは１学期中に市内４校にお

いて実施されました。北海道においては、子供たち

の体力の低下が叫ばれておりますが、本市では対象

の学年以外の全ての児童生徒についても体力の向上

とその傾向の把握が必要との観点から、同じ種目で

行われる新体力テストを実施することとしておりま

す。既に１学期から開始しており、各校各学年で順

次実施してまいりました。 

 次に、新年度から使用する中学校の特別の教科、

道徳及び小学校の特別の教科、道徳を除く教科用図

書の採択についてであります。平成31年度から使用

するこの教科書については、空知管内において岩見

沢市を除いた９市14町の合計23市町の教育委員会で

構成する北海道第５採択地区としての協議会におい

て選定作業を行っておりました。その結果、７月26

日、協議会により教科用図書を決定いたしましたが、

法律の規定により協議会を構成する各市町の教育委

員会の議決が条件となることから、８月28日開催の

第11回教育委員会において協議を行い、提案どおり

教科用図書の決定を行ったところです。 

 次に、今年度の中体連各種大会の結果についてで

あります。北空知大会で勝ち進んだ赤平中学校のソ

フトテニス部が空知大会への出場権を獲得しまし

た。空知大会では、男子団体戦で準優勝を果たし、

男子個人戦でも１組のペアが準優勝を勝ち取りまし

た結果、見事全道大会へ駒を進めました。なお、全

道大会では健闘をしたものの、入賞には至りません

でしたが、一連の中体連行事において子供たちが目

標に向かって努力をする姿が大変感動的であり、精

いっぱいに活躍する中、中体連の全日程が無事に終

了したところです。 

 次に、文化活動についてであります。第63回空知

地区吹奏楽コンクールが８月４日、岩見沢市で開催

され、吹奏楽部が出場し、銀賞を受賞いたしました。

残念ながら全道大会出場という目標には届きません

でしたが、赤平中学校吹奏楽部の伝統を継承する立

派な成績を残すことができました。また、吹奏楽部

は各種地域行事に貢献しているところですが、８月

26日開催の第14回赤平市赤い羽根共同募金チャリテ

ィーにおける迫力ある演奏には来場者から大きな拍

手をいただいたところです。 

 次に、赤平中学校の学校祭についてであります。

ことしの学校祭は、８月31日と９月１日の２日間の

日程で行われました。統合初年度、新校舎での学校

祭は「笑顔～最初で最高の時を～」をテーマに掲げ、

生徒たちが仲間とともに協力し合い、生き生きと活

動する姿に感動を覚えたところです。 

 次に、赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦略の

施策であります学生ボランティア授業及び公設塾の

開設についてであります。昨年度より実施しており

ます学生ボランティア授業につきましては、現在江

別市内の大学から１名、そして札幌市内の大学から

２名、計３名の大学生に登録をしていただいており、

各小学校における夏休み学習会に教職員の指導助手

として学習活動の支援をしていただき、子供たちの

学力向上と大学生のキャリアアップを推進したとこ

ろです。今後におきましては、放課後学習会におけ

る学習支援や部活動における支援等幅広く活動して

いただくとともに、さらなる学生ボランティアの人

材確保に努めてまいります。 

 また、本年度より実施の公設塾の開設につきまし

ては、小学生を対象とした塾の名称を子ども塾とし、

中学生を対象とした塾の名称を公設学習塾とし、小

学生96名、中学生24名が登録の中、今月より開設い
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たしました。９月５日には、交流センターみらいに

おいて中学生の公設学習塾が、９月７日は茂尻児童

館及び豊里児童センターにおいて小学生の子ども塾

がスタートいたしました。いずれの会場におきまし

ても子供たちが真剣なまなざしで机に向かう姿を見

ることができ、学力の向上並びに学校以外での学習

習慣の定着化につながるものと期待しているところ

です。 

 次に、外国語指導助手ＡＬＴについてであります。

平成32年度から学習指導要領の改訂により小学校に

おける外国語によるコミュニケーション能力を育成

するため、小学校第３学年から外国語活動を実施し、

第５学年からは教科として外国語科を指導すること

になっております。本市におきましても平成32年度

の本格導入に向けた移行期間中ではありますが、２

学期からＡＬＴを２名体制に増員し、中学校の英語

教育とともに小中学校の学校現場の充実を図ったと

ころです。 

 次に、給食センターについてであります。７月23

日に株式会社マツオ様より昨年に引き続き赤平市の

学校給食に対し食材の提供を行うという趣旨から、

特上ラムジンギスカン97キロを寄贈していただきま

した。給食だよりでお知らせの上、同日、全ての小

中学校の学校給食において子供たちに食べていただ

いたところです。 

 続きまして、社会教育関係について申し上げます。

初めに、ふるさと少年教室につきましては６月16日

の開講式に始まり、９月２日まで５回にわたり開催

いたしました。体験学習や宿泊研修、施設見学など

を市内外を会場として行い、参加した23名の小学生

にとって友愛、協調、規律などを学ぶ機会となりま

した。 

 次に、青少年非行防止連絡会議を６月26日に開催

し、夏休み期間中の校外生活の決まりの周知を図る

とともに、各地区育成会及び学校の先生のご協力を

いただき、火まつり会場及び赤平神社祭において子

供たちを見守るため夜間の巡視、補導活動を実施い

たしました。 

 次に、炭鉱遺産ガイダンス施設ですが、７月７日、

８日に市民を対象としたプレオープン、14日に開館

記念式典を開催し、正式オープンをいたしました。

８月末現在、学校の授業、観光ツアーを初め、市内

外、道外、外国より合計2,752名の方にご来場いただ

いております。 

 また、昨年延べ800人を超える方にお越しをいただ

いた札幌市立大学の教授及び学生によるアートプロ

ジェクトは９月８日から10月８日までの土日及び祝

日に開催いたします。 

 次に、東公民館関係について申し上げます。東公

民館上期講座として、６月には手軽にできるリンパ

マッサージを開催し、さらに小学生を対象とした夏

休みいろいろ探険隊を８月７日から３日間開催し、

物づくり体験や料理づくり、旭川市科学館サイパル

で見学体験事業を行い、延べ36名の小学生が参加し、

学びとともに夏休みの思い出づくりとなりました。 

 次に、社会体育関係について申し上げます。７月

１日に北翔大学との連携事業であります市民スマイ

ルウオーキングを開催いたしました。当日は、悪天

候のためウオーキングが中止となりましたが、高齢

者を中心に31名の参加をいただき、総合体育館にお

いて学生とともにニュースポーツの体験、ゲームな

どを行い、楽しみながら体力づくりを行っていただ

きました。市民プールにおいては、７月３日から６

日までの４日間にわたり、一般向けの水泳教室を開

催し、13名の参加がありました。また、７月30日か

ら８月２日までの４日間にわたり、小学生を対象と

した子供水泳教室を開催し、14名の参加がありまし

た。７月22日には、虹ケ丘球場において子供野球教

室を開催し、小中学生57名が参加し、北海道日本ハ

ムファイターズの元プロ野球選手２名の指導のも

と、技術などを学びました。８月25日には、芦別市

において実業団女子バレーボールチームのＪＴマー

ヴェラスによる中学生を対象としたバレーボール教

室が開催され、赤平市からも赤平中学校の生徒が参

加し、バレーボール技術などを学びました。 

 以上、教育行政の概要についてご報告させていた
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だきましたが、ご了承のほどよろしくお願い申し上

げます。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第４ 議案第332号赤平市

議会議員及び赤平市長の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例の一部改正についてを議題とい

たします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。総務課

長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 〔登壇〕 議案第332号赤

平市議会議員及び赤平市長の選挙における選挙運動

の公費負担に関する条例の一部改正につきまして、

提案の趣旨をご説明申し上げます。 

 赤平市議会議員及び赤平市長の選挙運動の公費負

担につきましては、本条例で定めているところでご

ざいますが、地方公共団体の議会の議員選挙におい

て候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するた

め、候補者が選挙運動のビラの頒布をすることがで

きるなどを目的として公職選挙法の一部を改正する

法律が平成29年６月21日に公布され、平成31年の統

一地方選挙に合わせ平成31年３月１日に施行されま

すことから、所要の改正を行うものでございます。 

 以下、改正の内容につきまして、別紙参考資料の

対照表によりご説明申し上げます。 

 第１条につきましては、条例の趣旨について定め

ておりますが、選挙運動用ビラの作成の公費負担に

ついて必要な事項を新たに追加するものでありま

す。選挙運動用ビラの作成の公費負担を行うに当た

り、具体的なビラの作成枚数や金額、契約締結の届

け出や支払い手続について定めるため第６条から第

９条をそれぞれ３条ずつ繰り下げ、新たに第６条と

して選挙運動用ビラの作成の公費負担を、第７条と

して選挙運動用ビラの作成の契約締結の届け出を、

第８条として選挙運動用ビラの作成の公費負担額及

び支払い手続についてを加えるものであります。 

 第９条及び第11条につきましては、新たに条項を

追加したことに伴い、字句を整理するものでありま

す。 

 附則でございますが、附則第１項といたしまして、

この条例は平成31年３月１日から施行するとして施

行期日を定め、附則第２項は適用区分を規定したも

のであります。 

 以上、ご提案申し上げますので、よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 説明が終わりました。 

 これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第332号につ

いては、行政常任委員会に付託いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第５ 議案第333号赤平市

税条例等の一部改正についてを議題といたします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。総務課

長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 〔登壇〕 議案第333号赤

平市税条例等の一部改正につきまして、提案の趣旨

をご説明申し上げます。 

 平成30年度の地方税法の一部を改正する法律が公

布され、平成30年４月１日より施行される部分につ

きましてはさきの議会におきましてご承認をいただ

いたところでございますが、今般これから施行日を

迎える部分につきまして所要の改正を行うものでご

ざいます。 

 主な改正といたしましては、個人の市民税に係る

非課税基準の見直し、市たばこ税の税率の引き上げ、

加熱式たばこの課税方式に関する規定の整備、生産

性向上特別措置法のもとに中小企業者が取得した機

械設備等に係る固定資産税の軽減割合を定めること

などでございますが、条例の改正内容につきまして

別紙参考資料の対照表によりご説明申し上げます。 

 まず、第１条関係による改正でございますが、１

ページから12ページをご参照願います。第23条につ

きましては、市民税の納税義務者についての規定で

ございますが、第１項は法の改正により字句を整理
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し、第３項は人格のない社団等について電子申告義

務化を適用しないこととする規定を新たに設けるた

め字句を追加するものです。 

 第24条は、個人の市民税の非課税の範囲を定めて

おりますが、地方税法の改正により給与所得控除額

及び公的年金等控除額が引き下げられ、基礎控除に

振りかえられたことから、第１項第２号において障

害者等の非課税要件に係る所得基準額を引き上げ、

第２項は所得税法において控除対象配偶者の定義が

変更されたことにより字句を改めるものです。 

 第34条の２及び第34条の６につきましては、それ

ぞれ所得控除と調整控除についての規定でございま

すが、地方税法の改正において基礎控除及び調整控

除の適用について所得基準を設けて段階的に低減、

消滅する仕組みが創設されたことから、基礎控除所

得2,400万円から段階的に縮小し、2,500万円を超え

る納税義務者には適用しないこととして字句を追加

し、法の改正により字句を整理するものです。 

 第36条の２は、市民税の申告についての規定でご

ざいますが、法の改正による字句の整理と年金所得

者に係る配偶者特別控除の申告要件を見直すもの

で、配偶者が源泉控除対象配偶者の場合には市民税

の申告書の提出を不要とする規定を追加するもので

す。 

 第48条につきましては、法人の市民税の申告納付

について規定してございますが、資本金の額または

出資金の額が１億円を超える内国法人等に対し、申

告書の電子情報処理組織による提出を義務化するた

め、第10項から第12項に規定を整備し、追加するも

のです。 

 第92条につきましては、条を繰り下げ第92条の２

とし、新たに第92条として加熱式たばこを加えた製

造たばこの区分の規定を追加するものです。 

 第93条の２につきましては、製造たばことみなす

場合の規定でございますが、加熱式たばこの喫煙用

具を使って加熱により蒸気となるグリセリン等を充

填した物品は製造たばことみなし、区分を加熱式た

ばこと規定するため条を追加するものです。 

 第94条につきましては、たばこ税の課税標準を定

めたものでございますが、加熱式たばこに係る紙巻

きたばこの本数への換算方法について、重量と価格

を紙巻きたばこの本数に換算する方式へと改めるも

のです。現行の方式では、加熱式たばこはパイプ式

に分類されており、製品重量１グラムを紙巻きたば

この１本に換算しておりますが、加熱式たばこは重

量が軽いため税負担が低く抑えられていることか

ら、換算方法を改めるため字句の改正や削除に加え、

新たな項を追加するなど改正後の同条第１項から第

10項において所要の整備をするもので、本年10月１

日より適用し、段階的に従来方式の割合を縮小させ、

５年目で新方式に完全移行させるものです。 

 第95条につきましては、たばこ税の税率について

定めたものでございますが、本年10月１日から４年

間において３段階で引き上げることとした１段階目

の税率改正に係る規定です。 

 第96条につきましては、たばこ税の課税免除につ

いての規定でございますが、引用する条が繰り下が

ったことにより字句を改めるものです。 

 第98条は、たばこ税の申告納付の手続を定めたも

のでございますが、第94条の改正で売り渡し等の文

言を定義したことにより字句を改めるものです。 

 附則第５条につきましては、個人の市民税の所得

割の非課税の範囲等を定めてございますが、給与所

得控除額及び公的年金等控除額が引き下げられ、基

礎控除へ振りかえられたことにより非課税の所得基

準を10万円引き上げるものです。 

 附則第10条の２は、固定資産税等の課税標準の特

例に対する乗率を我がまち特例として定めてござい

ますが、今般地域の中小企業による設備投資の促進

に向けて施行された生産性向上特別措置法の規定に

より市町村が主体的に作成した計画に基づき行われ

た中小企業の一定の設備投資について、償却資産に

係る固定資産税を３年間軽減する特例措置が創設さ

れ、特例率をゼロ以上２分の１以下で市町村が条例

で定めることとされました。本市は、当該設備投資

への支援効果がより大きくなるよう固定資産税に係



 －42－ 

る課税標準額をゼロとすることとし、第26項に規定

を追加するものです。 

 附則第17条の２につきましては、優良住宅地の造

成等のために土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所

得に係る市民税の課税の特例の規定でございます

が、租税特別措置法の改正により引用する条項を改

めるものです。 

 附則第18条の16は、読みかえ規定でございますが、

地方税法の改正により引用する条項を改めるもので

す。 

 次に、第２条関係による改正でございますが、13

ページから14ページをご参照願います。第94条第３

項につきましては、加熱式たばこに係る紙巻きたば

この本数への換算方法について、段階的移行の２年

目の規定で乗率を変更するものです。 

 附則第10条の２は、固定資産税等の課税標準にお

ける我がまち特例の規定でございますが、地方税法

の改正により参照する条項を改めるものです。 

 附則第18条の４及び附則第18条の５につきまして

は、それぞれ都市計画税に係る法附則第15条第43項

及び同条第44項の条例で定める割合について規定し

てございますが、地方税法の附則第15条の改正に伴

い字句を改めるものです。 

 附則第18条の16につきましては、読みかえ規定で

ございますが、条中に引用している地方税法の附則

第15条の改正に伴い字句を改めるものです。 

 次に、第３条関係による改正でございますが、15

ページをご参照願います。第94条第３項は、加熱式

たばこに係る紙巻きたばこの本数への換算方法につ

いて段階的移行の３年目の規定で、乗率の変更と参

照する法の改正に伴い条項を改めるものです。 

 第95条は、たばこ税の税率を３段階で引き上げる

こととした２段階目の税率改正に係る規定でござい

ます。 

 次に、第４条関係による改正でございますが、16

ページをご参照願います。第３条関係による改正と

同様、第94条第３項は加熱式たばこに係る紙巻きた

ばこの本数への換算方法について、段階的移行の４

年目の規定で、乗率の変更と参照する法の改正に伴

い条項を改めるものです。 

 第95条は、たばこ税の税率を３段階で引き上げる

こととした最終年の改正でございまして、現行税率

との比較では国と地方を合わせ１本当たり３円の引

き上げとなります。 

 次に、第５条関係による改正でございますが、17

ページから18ページをご参照願います。第93条の２

及び第94条の改正につきましては、加熱式たばこに

係る紙巻きたばこの本数への換算方法について新方

式に完全に移行するもので、これにより参照条項の

削除等所要の改正を行うものです。 

 次に、第６条関係は平成27年に改正いたしました

改正条例の附則でございます。19ページから21ペー

ジをご参照願います。第６条は、市たばこ税に関す

る経過措置でございますが、第２項第３号で紙巻き

たばこ３級品に係る特例税率の適用期限を延長し、

平成31年９月30日までとし、第４項で参照する条項

を改めるものです。第13項から第14項は、新税率の

開始時期と手持品課税による税率の変更による改正

です。 

 最後に、21ページから33ページをご参照願います。

赤平市税条例等の一部を改正する条例の附則でござ

いますが、第１条でこの条例は公布の日から施行す

るとしたものでありますが、第１号から第９号まで

の事項につきましてはそれぞれの施行期日を定めた

ものです。 

 第２条は、市民税に関する経過措置について規定

したものです。 

 第３条は、市たばこ税に関する経過措置について

規定したものです。 

 第４条は、平成30年10月１日におけるたばこ税の

税率改正に伴う手持品課税に係る市たばこ税につい

ての規定で、第５条及び第６条はこれらに係る経過

措置を規定したものです。 

 第７条は、平成32年10月１日におけるたばこ税の

税率改正に伴う手持品課税に係る市たばこ税につい

ての規定で、第８条は市たばこ税に関する経過措置
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を規定したものです。 

 第９条は、平成33年10月１日におけるたばこ税の

税率改正に伴う手持品課税に係る市たばこ税につい

てを規定したものです。 

 第10条は、都市計画税に関する経過措置を規定し

たものです。 

 以上、ご提案申し上げますので、よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 説明が終わりました。 

 これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第333号につ

いては、行政常任委員会に付託いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第６ 議案第334号財産の

取得についてを議題といたします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。総務課

長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 〔登壇〕 議案第334号財

産の取得につきまして、提案の趣旨をご説明いたし

ます。 

 現在使用しております除雪ドーザは、除排雪が主

な作業となっており、安全な冬道確保のため平成12

年度に購入したものでありますが、老朽化による馬

力の低下及び修理費用の増加が著しいことから今般

更新するものであります。 

 新たに購入する除雪ドーザにつきましては、市内

業者５社を指名し、７月12日に入札を執行したとこ

ろでありますが、予定価格が2,000万円以上でありま

すことから、議会の議決を求めるものでございます。 

 議案334号財産の取得について。 

 下記のとおり財産を取得するため、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条の規定により議会の議決を求めるものでござ

います。 

 記といたしまして、１、取得財産、除雪ドーザ、

２、契約の方法、指名競争入札、３、契約金額、金

2,138万4,000円、４、契約の相手方、赤平市共和町

199番地、株式会社エーワン代表取締役社長、木村恒

夫。 

 なお、仕様の概要につきましては別紙参考資料に

記載しているところでございまして、納期につきま

しては平成31年３月20日と定めたところでありま

す。 

 以上、ご提案申し上げますので、よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 説明が終わりました。 

 これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第334号につ

いては、行政常任委員会に付託いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第７ 議案第340号平成29

年度赤平市一般会計決算認定について、日程第８ 

議案第341号平成29年度赤平市国民健康保険特別会

計決算認定について、日程第９ 議案第342号平成29

年度赤平市後期高齢者医療特別会計決算認定につい

て、日程第10 議案第343号平成29年度赤平市下水道

事業特別会計決算認定について、日程第11 議案第

344号平成29年度赤平市霊園特別会計決算認定につ

いて、日程第12 議案第345号平成29年度赤平市用地

取得特別会計決算認定について、日程第13 議案第

346号平成29年度赤平市介護サービス事業特別会計

決算認定について、日程第14 議案第347号平成29

年度赤平市介護保険特別会計決算認定について、日

程第15 議案第348号平成29年度赤平市水道事業会

計剰余金の処分及び決算認定について、日程第16 

議案第349号平成29年度赤平市病院事業会計決算認

定についてを一括議題といたします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。財政課

長。 

〇財政課長（尾堂裕之君） 〔登壇〕 議案第340
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号から第347号まで、各会計決算報告書にて提案の趣

旨をご説明申し上げます。 

 初めに、平成29年度赤平市一般会計決算認定につ

きましてご説明申し上げます。４ページをお願いい

たします。予算の執行とその結果の概要であります。

当市においては、地方公共団体の財政の健全化に関

する法律に基づく財政指標が全て健全段階を維持す

る結果の中、赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦

略に基づく人口減少対策に関する施策を最優先とし

て推進するとともに、第５次赤平市総合計画に基づ

く産業振興、少子化対策、住環境整備の重点プロジ

ェクトを中心とした地域振興に努めてまいりまし

た。総合戦略としては、平成28年度からの継続事業

に加え、宿泊施設立地調査、保育所の第２子の保育

料無料化などの各施策を実施したほか、２カ年継続

事業の統合中学校建設事業、繰り越し事業の炭鉱遺

産公園ガイダンス施設建設事業を実施いたしまし

た。また、第５次赤平市総合計画の重点プロジェク

ト事業として、産業振興では産業振興人財育成事業、

農業後継者サポート事業、商店街振興対策事業など

により地元産業の振興や育成、強化及び消費拡大に

努め、少子化対策では保育所保育料の50％軽減、社

会教育、体育施設使用料の無料化などにより子育て

費用の負担軽減に努めるとともに、住環境整備では

福栄団地11号棟の駐車場整備、吉野第一団地ほか公

営住宅、改良住宅等の除却、道路、公園整備のほか、

あんしん住宅助成、民間賃貸住宅建設、リフォーム、

家賃助成を行いました。 

 一般会計決算の主な状況につきましては、前年度

と比較して統合中学校、炭鉱遺産公園ガイダンス施

設建設事業及び平岸地域複合施設改修事業に伴い、

歳入では国庫支出金が16億9,000万円で26.8％、市債

が18億5,000万円で96.7％の増加となり、歳出では投

資的経費が26億円で99.9％の増加となりました。ま

た、歳入の繰入金はあかびらガンバレ応援基金やあ

かびら創生基金の活用によって５億8,000万円で

136.5％の増加となりました。 

 結果、歳入総額109億6,447万8,539円、歳出総額106

億1,000万3,006円となり、差引額３億5,447万5,533

円のうち１億7,800万円を減債基金に積み立て、１億

7,647万5,533円を翌年度へ繰り越したところであり

ます。 

 次に、議案第341号平成29年度赤平市国民健康保険

特別会計決算認定につきましてご説明申し上げま

す。 

 66ページをお願いいたします。予算の執行とその

結果の概要でありますが、歳入につきましては前年

度と比較して被保険者数及び保険給付費の減少など

により国民健康保険税が8.4％、退職被保険者数の減

少等により療養給付費交付金が45.4％、前期高齢被

保険者数の減少等により前期高齢者交付金が4.8％

減少しておりますが、国庫支出金につきましては保

険給付に係る算定が減少傾向となったものの、保険

給付費以外の算定項目で増額となったことにより国

庫支出金合計で14.6％の増加となりました。歳出に

つきましては、前年度と比較して国民健康保険事業

財政調整基金への積立金の皆減、被保険者数の減少

などにより保険給付費総額は0.7％、共同事業拠出金

は5.7％の減少となりました。 

 結果、歳入総額18億2,832万6,177円、歳出総額17

億7,646万637円となり、差引額5,186万5,540円のう

ち2,600万円を国民健康保険事業財政調整基金に積

み立て、2,586万5,540円を翌年度に繰り越したとこ

ろであります。 

 次に、議案第342号平成29年度赤平市後期高齢者医

療特別会計決算認定につきましてご説明申し上げま

す。 

 72ページをお願いいたします。予算の執行とその

結果の概要でありますが、歳入につきましては後期

高齢者医療保険料が68.1％、一般会計繰入金が31.7

％を占め、歳出につきましては後期高齢者医療広域

連合納付金が95.4％を占めたところであります。 

 結果、歳入総額２億3,335万6,530円、歳出総額２

億3,210万8,052円となり、差引額124万8,478円は翌

年度へ繰り越したところであります。 

 次に、議案第343号平成29年度赤平市下水道事業特
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別会計決算認定につきましてご説明申し上げます。 

 76ページをお願いいたします。予算の執行とその

結果の概要でありますが、汚水管総延長は８万

3,463.42メートル、雨水管は170.81メートルの布設

を行い、雨水管総延長は１万1,401.62メートル、汚

水整備率は認可面積に対して79.12％となったとこ

ろです。また、下水道普及率は85.83％となり、4,309

戸が水洗化し、水洗化率は79.27％となっておりま

す。 

 結果、歳入総額５億6,346万6,814円、歳出総額５

億5,188万5,627円となり、差引額1,158万1,187円は

翌年度へ繰り越したところであります。 

 次に、議案第344号平成29年度赤平市霊園特別会計

決算認定につきましてご説明申し上げます。 

 90ページをお願いいたします。予算の執行とその

結果の概要でありますが、赤平霊園及び赤平第二霊

園と合わせて1,240区画を管理しており、平成29年度

は赤平霊園１区画、赤平第二霊園９区画、合計10区

画の貸し付けを行ったところであります。 

 結果、歳入総額472万2,477円、歳出総額430万942

円となり、差引額42万1,535円は翌年度へ繰り越した

ところであります。 

 次に、議案第345号平成29年度赤平市用地取得特別

会計決算認定につきましてご説明申し上げます。 

 95ページをお願いいたします。予算の執行とその

結果の概要でありますが、平成９年度、10年度の２

カ年で公共用地を先行取得し、平成８年度から12年

度の５カ年で炭鉱跡地を取得しており、その際の起

債の元利償還を行ったところであります。 

 結果、歳入総額4,531万9,502円、歳出総額4,531

万8,644円となり、差引額858円は翌年度へ繰り越し

たところであります。 

 次に、議案第346号平成29年度赤平市介護サービス

事業特別会計決算認定につきましてご説明申し上げ

ます。 

 100ページをお願いいたします。予算の執行とその

結果の概要でありますが、地域包括支援センターに

おけるケアプラン作成件数は委託も含め1,037件と

なったところであります。 

 結果、歳入総額2,178万8,047円、歳出総額1,893

万7,792円となり、差引額285万255円は翌年度へ繰り

越したところであります。 

 次に、議案第347号平成29年度赤平市介護保険特別

会計決算認定につきましてご説明申し上げます。 

 104ページをお願いいたします。予算の執行とその

結果の概要でありますが、介護保険給付事業は前年

度と比較して要支援者の訪問介護、通所介護が地域

支援事業の介護予防・生活支援サービスに移行した

ことから約1.9％の減少となり、第１号被保険者数は

平成29年度末で4,744人、要介護、要支援認定者数は

977人となりました。また、地域支援事業は介護予防

・生活支援サービス事業として要支援者を対象に訪

問型、通所型サービスを実施し、一般介護予防事業

として機能向上プログラムや運動教室かえでなど各

種教室、講演、講座、包括的支援事業として日常生

活や介護に関する総合相談支援や虐待対応など権利

擁護業務等を行ったところであります。 

 結果、歳入総額15億2,317万5,778円、歳出総額14

億2,981万2,299円となり、差引額9,336万3,479円全

額を介護給付費準備基金に積み立てたところであり

ます。 

 次に、議案第348号平成29年度赤平市水道事業会計

剰余金の処分及び決算認定につきましてご説明申し

上げます。 

 平成29年度赤平市水道事業会計決算書の８ページ

をお願いいたします。決算の概況、総括事項であり

ますが、主な建設改良事業として市街地、北文京町

１丁目、日の出地区の配水管布設工事などを行いま

した。給水収益につきましては、人口減等の理由に

より前年度と比較すると減収となり、営業収益にお

いても減収となりました。営業費用につきましては、

修繕費や工事請負費などの増並びに職員の増員によ

り増額となりました。 

 結果、前年度と比較して水道事業収益全体では540

万7,120円の減、水道事業費用全体では1,766万8,379

円の増となり、収益的収支は1,500万6,439円の純利
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益となりました。 

 ９ページをお願いいたします。平成29年度の決算

状況でありますが、収益的収入及び支出は収入３億

3,101万838円、支出３億1,600万4,399円、差し引き

1,500万6,439円の純利益となり、前年度繰越利益剰

余金を加えて当年度未処分利益剰余金は７億5,540

万5,505円となりました。 

 資本的収入及び支出は、収入１億3,527万5,126円、

支出２億2,427万4,342円、差し引き8,899万9,216円

の不足となり、この不足額につきましては過年度分

損益勘定留保資金で補填いたしました。 

 戻りまして、５ページをお願いいたします。剰余

金の処分に関しましては、当年度未処分利益剰余金

が７億5,540万5,505円となっており、平成29年度純

利益1,500万6,439円のうち1,000万円を利益積立金

に積み立て、処分後残高の繰越利益剰余金を７億

4,540万5,505円とするものであります。 

 次に、議案第349号平成29年度赤平市病院事業会計

決算認定につきましてご説明申し上げます。 

 平成29年度赤平市病院事業会計決算書の11ページ

をお願いいたします。事業報告書でありますが、平

成29年度はあかびら市立病院新改革プランの計画初

年度として、医療、介護を取り巻く状況が大きく変

化する中で必要なサービスを提供する体制を確保す

べく、中空知圏域の回復期病床の不足解消に向け、

病床機能の一部転換を実施するために検討準備を行

うなど地域医療の充実に努めました。一方、医療ス

タッフ体制は常勤医師において研修医１名が退職と

なりましたが、一般病棟に関しましては患者数、収

益費とも前年度を上回る結果となった反面、外来に

関しましては人口減少や皮膚科の休診により前年度

を下回る結果となりました。 

 医業収益は、前年度と比較して入院患者数全体で

はほぼ横ばいで、入院収益は226万8,000円の増額と

なりましたが、一方外来患者数は6,899人の減少で、

外来収益は2,094万円の減額となりました。医業費用

は、前年度と比較して燃料費等の必要経費及び減価

償却費、資産減耗費の増加などにより3,557万6,000

円の増額となりました。資本的事業では、前年度と

比較して病棟建替事業の完了などにより支出におい

て6,453万4,000円の減少となりましたが、本年度は

主に給湯用プレート式熱交換ユニット設置工事、エ

ントランス棟アスファルト防水工事などの施設整備

を実施したほか、３次元眼底像撮影装置などの医療

機器や医師及び患者送迎用車両を購入したところで

あります。 

 12ページをお願いいたします。次に、損益勘定に

ついてですが、収益的収支は収益22億4,008万973円

に対し、費用22億1,284万7,337円で差し引き2,723

万3,636円の純利益となりました。 

 資本勘定についてですが、資本的収支は収入２億

8,336万3,600円に対し、支出３億3,304万2,668円で

4,967万9,068円の収支不足額が生じ、この不足額は

過年度分損益勘定留保資金で補填いたしました。 

 以上、議案第340号から第349号まで一括してご提

案申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう

お願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 説明が終わりました。 

 これより、一括質疑に入ります。質疑ありません

か。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第340号、第341号、第342号、第343号、第344

号、第345号、第346号、第347号、第348号、第349

号については、７人の委員をもって構成する決算審

査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査する

ことにいたしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案については、７人の委員をもって構

成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の

上、審査することに決しました。 

 ただいま設置されました決算審査特別委員会の委



 －47－ 

員の選任については、委員会条例第７条第１項の規

定により、議長において、若山議員、伊藤議員、御

家瀬議員、植村議員、竹村議員、五十嵐議員、木村

議員、以上７名を指名いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第17 議案第350号教育委

員会委員の任命につき同意を求めることについてを

議題といたします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。市長。 

〇市長（菊島好孝君） 〔登壇〕 議案第350号教育

委員会委員の任命につき同意を求めることにつきま

して、提案の趣旨をご説明申し上げます。 

 現在赤平市教育委員会委員としてご活躍いただい

ております髙澤司氏は、平成30年９月30日をもちま

して任期満了となりますが、引き続き同氏を教育委

員会委員として任命いたしたく、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第４条第２項の規定によ

り、議会の同意を求めるものでございます。 

 記といたしまして、髙澤司、生年月日は昭和44年

７月４日、現住所は赤平市茂尻本町３丁目22番地で

ございます。 

 髙澤司氏の経歴につきましては別紙参考資料のと

おりでございますが、教育委員として適任と考えま

すので、ご同意賜りますようよろしくご審議のほど

お願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） これより、質疑に入ります。

質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第350号については、会議規則第36条第３項の

規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第350号については、委員会の付託を

省略することに決定いたしました。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、議案第350号について採決をいたしま

す。 

 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり同意されました。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第18 報告第33号平成29

年度赤平市一般会計継続費精算報告書の報告につい

てを議題といたします。 

 本件に関する提案理由の説明を求めます。財政課

長。 

（「説明省略」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 説明省略との声がありますの

で、説明を省略いたします。 

 これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております報告第33号につい

ては、報告済みといたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第19 報告第34号平成29

年度決算に基づく赤平市健全化判断比率の報告につ

いて、日程第20 報告第35号平成29年度決算に基づ

く赤平市資金不足比率の報告についてを一括議題と

いたします。 

 本件に関する提案理由の説明を求めます。財政課

長。 

〇財政課長（尾堂裕之君） 〔登壇〕 報告第34号

平成29年度決算に基づく赤平市健全化判断比率の報

告についてご報告申し上げます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条
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第１項の規定により、平成29年度決算に基づく赤平

市健全化判断比率を監査委員の意見をつけて次のと

おり報告させていただきます。 

 初めに、実質赤字比率につきましては、一般会計

等におきまして繰上充用額等が生じていないことか

ら、比率は発生しておりません。 

 次に、連結実質赤字比率につきましても平成22年

度決算以降連結赤字額は発生しておらず、平成29年

度決算においても比率は発生しておりません。 

 次に、実質公債費比率につきましては、公立病院

特例債の償還終了の影響などから16.1％となり、前

年度より1.5％の減少となっております。 

 次に、将来負担比率につきましては、統合中学校

建設などの新規借り入れ地方債の増額などから

129.8％となり、前年度より13.6％の増加となってお

ります。 

 今後も財政４指標につきましては、引き続き財政

健全化段階を維持するよう努めてまいります。 

 次に、報告第35号平成29年度決算に基づく赤平市

資金不足比率の報告についてご報告申し上げます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条

第１項の規定により、平成29年度決算に基づく赤平

市資金不足比率を監査委員の意見をつけて次のとお

りご報告させていただきます。 

 資金不足比率につきまして、経営努力や一般会計

繰入金等によって水道事業会計、病院事業会計並び

に下水道事業特別会計の３会計全てにおいて引き続

き資金不足比率は発生しておりません。 

 以上、報告第34号及び第35号につきまして一括し

てご報告申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 説明が終わりました。 

 これより、一括質疑に入ります。質疑ありません

か。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております報告第34号、第35

号については、報告済みといたします。 

                       

〇議長（北市勲君君） 日程第21 報告第36号専決

処分の報告について、日程第22 報告第37号専決処

分の報告についてを一括議題といたします。 

 本件に関する提案理由の説明を求めます。総務課

長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 〔登壇〕 報告第36号及

び報告第37号につきましてご説明申し上げます。 

 指定されております専決処分事項のうち、第２項

の市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解、あっ

せん、調停及び仲裁に関することに基づき、市営住

宅の滞納家賃の支払いの請求に関する訴えの提起及

び裁判上の和解につきまして専決処分を行いました

ことから、議会にご報告するものでございます。 

 それぞれ専決処分書でご説明申し上げます。 

 最初に、報告第36号でございますが、市営住宅の

滞納家賃の支払いの請求に関する訴えの提起につき

まして専決処分を行ったもので、訴えの件数は１件

で、訴えの内容といたしましては、相手方が市営住

宅の家賃39万9,500円を滞納しておりましたことか

ら、夫婦２人を相手方として平成30年５月に滝川簡

易裁判所に対し支払い督促の申し立てを行いまし

た。しかし、その後相手方が分割払いを希望すると

いたしまして督促異議の申し立てがございましたこ

とから訴訟に移行したもので、平成30年６月25日に

専決処分したものでございます。 

 なお、平成30年６月25日に口頭弁論に出頭いたし

ましたが、相手方が出頭せず、陳述したものとみな

された答弁書には請求原因事実を認める旨の記載が

あることから、当市に対し39万9,500円及びこれに対

する平成30年５月27日から支払い済みまで年５分の

割合による金員を支払い、訴訟費用は被告の負担と

し、この判決は仮に執行することができるとして判

決を言い渡されたところであります。 

 次に、報告第37号でございますが、市営住宅の滞

納家賃の支払いの請求に関する裁判上の和解につき

まして専決処分を行ったもので、件数は１件で、和

解の内容といたしましては、相手方が市営住宅の家
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賃13万7,500円を滞納しておりましたことから、平成

30年５月に滝川簡易裁判所に対し支払い督促の申し

立てを行いました。しかし、その後相手方が分割払

いを希望するといたしまして督促異議の申し立てが

ございましたことから訴訟に移行したもので、この

間に新たに納期を経過した２カ月分の家賃２万

5,000円を加える申し立てを行い、請求額を16万

2,500円と改めた上で平成30年７月10日、口頭弁論に

出頭いたしましたところ、平成30年８月から１万

2,500円ずつ毎月末日に限り持参または送金して支

払うことで裁判上の和解をしたもので、平成30年７

月10日に専決処分をしたものでございます。 

 以上、報告第36号及び報告第37号につきまして一

括してご説明申し上げました。よろしくご了承くだ

さいますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君君） 説明が終わりました。 

 これより、一括質疑に入ります。質疑ありません

か。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております報告第36号、第37

号については、報告済みといたします。 

                       

〇議長（北市勲君） お諮りいたします。 

 委員会審査等のため、あす14日から17日までの４

日間休会いたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、あす14日から17日までの４日間休会する

ことに決しました。 

                       

〇議長（北市勲君） 以上をもって、本日の日程は

全部終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

（午前１１時３５分 散 会） 
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